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学校三部制に係る教室等の活用に関する規則をここに公布する。 

令和６年９月25日 

天 理 市 教 育 委 員 会 

教育長 伊 勢 和 彦 

天理市教育委員会規則第７号 

学校三部制に係る教室等の活用に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第13条及び社会

教育法（昭和24年法律第2 0 7号）第44条の規定に基づき、第４条に規定する

学校施設（以下「施設」という｡)の使用を三部制にし、施設を学校教育以外

の目的で使用することにより、市民の社会体育及び社会教育の普及、振興等

を図り、かつ、地域と学校の連携により、こどもまんなかの視点に立った学

校づくりに資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、学校三部制に係る次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 第一部 学校教育の活動 

(２) 第二部 学童保育及び第５条に規定する団体が主催する放課後又は休

日の児童の活動 

(３) 第三部 第５条に規定する団体が行う前各号に類しない活動 

（使用に伴う管理責任） 

第３条 前条第２号及び第３号の活動に伴う施設の管理責任は、天理市立学

校の管理運営に関する規則（昭和32年４月天理市教育委員会規則第２号）

第23条に定めるとおりとする。 

（使用できる施設） 
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第４条 第２条第２号及び第３号の活動を行うために使用できる施設は、天理

市立小学校、中学校、幼稚園設置条例（昭和39年３月天理市条例第15号）第

２条に規定する各小学校の次の施設とする。 

(１) 特別教室 

(２) 図書室 

(３) その他天理市教育委員会（以下「教育委員会」という｡)が認める施設 

（使用できる団体） 

第５条 施設を使用することができる団体は、各小学校区における区長会等の

既存団体又は文化、芸術、スポーツ、ボランティア等の地域活動で実績のあ

る団体で、教育委員会が認めるものとする。 

２ 施設を初めて使用しようとする団体は、事前に団体登録申請書（様式第１

号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（使用を認めない場合） 

第６条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を認めない。 

 (１) 第一部として施設を使用するとき。 

 (２) 市又は教育委員会が学校三部制以外の目的で施設を使用するとき。 

 (３) 年末年始（12月29日から翌年１月３日までの間） 

 (４) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が困難であると認めるとき。 

（使用時間等）                            

第７条 施設の使用時間は、学校行事に支障を来さない日の午前９時から午後 

９時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでな

い。 

２ 施設を使用する場合は、あらかじめ教育委員会から施設を開錠するための

暗証番号又はカードキーを借受けるものとする。 

３ 施設使用後は、翌日又は翌月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第1 7 8号）に規定する休日の場合は、翌火曜日）に直ちにカード

キーを教育委員会に返却しなければならない。 

（使用許可） 
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第８条 施設を使用する団体は、使用する日の１週間前までに学校施設使用許

可願（様式第２号）を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。 

（使用許可の制限） 

第９条 次に掲げる活動を施設で行う場合は、使用を認めない。 

(１) 特定政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の 

候補者を支持すると考えられる行事 

(２) 党員や会員のみを対象に行う研修会、学習会、集会、発表会  

(３) 公職選挙法に基づく個人演説会を除く選挙運動 

(４) 公序良俗に反する活動 

(５) 宗教的活動 

(６) 専ら営利を目的とする活動 

(７) 建物又は設備を損傷するおそれがある活動 

(８) その他教育委員会が不適当と認める活動 

（損害賠償） 

第10条 使用者は、施設の使用中に建物及び設備器具等を損傷又は滅失したと

きは、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事 

故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任 

の全部又は一部を免除することができる。 

 （その他） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

   附 則 

この規則は、令和６年10月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

団体登録申請書 

 

年  月  日 

 

 天理市教育委員会 様 

 

                 申請者 団体名  

                     氏 名 

                     連絡先 

 

 次のとおり団体登録を申請します。 

 

団体の名称 
 

団 体 の 

代 表 者 

住所  

氏名  連絡先 
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団体の活動 

内 容 

 

団体の主な 

活 動 場 所 

 

備 考 

 

 

様式第２号（第８条関係） 

 

学校施設使用許可願 

 

年  月  日 

 

 天理市教育委員会 様 

 

                 申請者 団体名  

                     代表者名 

                     連絡先 

 

 施設を下記のとおり使用したいので、許可願います。 

 

 

使 用 日 時 

 

     年   月   日    時   分  ～ 

年   月   日    時   分 

使 用 施 設 

 天理市立    小学校 

 

   （    ）教室 ・ 図書室  
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使用の目的 

 

使 用 人 員             人 

備 考 

 

 


